
 

違反是正事例（事例２－６） 
 

テーマ     < 未把握対象物の実態調査で判明した対象物に対する違反処理  平成 21 年 > 

                                    （警告・３項ロ） 

    ● 平成14年の消防法施行令改正に伴う実態調査により、住宅から飲食店に 

用途変更され、多数の違反が発生し違反処理した事例 

 

 

 

防火対象物の概要 

（1） 用   途 飲食店（３）項ロ 

（2） 構造・規模 鉄筋コンクリート造一部木造 地上３階 地下１階 屋内階段１系統 

建築面積 107.61 ㎡  延面積 377.77 ㎡  

（3） 消防用設備等 消火器 

（4） 管理権原者等 所有者A   

                      管理者C 株式会社 代表取締役Ｂ  (所有者A の妻)  

 

 

３階 

２階 

１階 

Ｂ１階 

 

 

 

１, 違反処理の概要 

（1） 当該対象物は、昭和54年１月に所有者Ａが一般住宅として建築したが、その後、平成11     

に住宅を改築して、レストランとして使用開始した。また、飲食店改装に伴い、１階（オ

ープンテラス部分に屋根、壁を設けて住宅を接続）と３階（建築確認申請時には屋上で、

吹抜け箇所を床に変更）を増築している。レストランは、Ａの妻Ｂが、代表取締役を務め

るＣ株式会社が経営している。 

(2)  法令改正による自動火災報知設備等の遡及対象物調査として、防火対象物情報に入力さ

れていない未把握対象物の実態調査を実施したところ、平成17年３月、各事業所等から調

査結果報告書が提出され、市内全域で相当数の未把握対象物が把握された。 

調査報告書に基づき確認調査を実施したところ、当該対象物が、消防法第17条に基づく

消防用設備等の設置義務対象物であり、遡及該当防火対象物であることが判明した。 

(3) 平成20年２月20日、所有者Ａ立会いの下、管轄消防署の予防係員（査察担当）以下２

名で査察計画に基づく立入検査を実施したところ、次の６項目の違反が確認されたことか

 事務室・倉庫（従属用途） 

 レストラン 

 レストラン・厨房 

 レストラン・作業室 

 

ＧＬ 

一部増築 



 

ら立入検査結果通知書を交付し、早急に改修するよう指導した。 

① 防火対象物定期点検未実施・未報告（法第８条の２の２第１項） 

② 防炎性能を有しないカーテンの使用（法第８条の３第１項） 

③ 自動火災報知設備未設置（法第17条第１項） 

④ ２階に避難器具未設置（法第17条第１項） 

⑤ 誘導灯未設置（法第17条第１項） 

⑥ 消防用設備等（消火器）点検未実施・未報告（法第17条の３の３） 

自動火災報知設備未設置等の重大な違反があることから、管轄消防署内の重大違反対象

物として扱うこととした。 

立入検査の一週間後に改修等報告書が届出されたが、履行年月日の経過後も改修されな

かった。平成20年５月15日に改修状況の確認のため、現地に出向して所有者Ａに確認し

たところ、消防用設備等の設置に向けた業者への「見積り」を予定しているだけで未改修

であったため、再度早期に改修するよう指導した。その後も電話で是正を促したが、進展

がなかった。 

なお、平成20年４月に担当していた管轄消防署予防係員（査察担当）が異動したため、

途中から後任の予防係員（査察担当）が以後の違反処理事務を引き継いだ。 

(4)  違反処理の経過 

 ア 平成21年２月12日、後任の管轄署予防係員（査察担当）以下２名で立入検査を実施し

たが、上記(3)の指摘事項以外に建築基準法違反と思われる部分が何箇所か確認されたた

め、建築部局に建築基準違反と思われる箇所について図面や写真等を元に相談したところ、

以下の建築基準法違反があることが判明した。 

(ｱ) 特殊建築物の構造不適（１階増築部分を含め建物全体を耐火建築物とし、１階増築

部分の延焼のおそれのある部分は、外壁の開口部は防火設備とすることが必要） 

(ｲ) 防火区画の不適（階段部分の竪穴区画） 

(ｳ) ２階から３階への階段構造不適（階段の幅・けあげの寸法・踏面の寸法等） 

(ｴ) １階レストラン増築部分のテントシート屋根葺材の構造不適 

(ｵ) 非常用照明設備未設置 

その他に図面等で判断できない部分もあったことから、建築部局との合同立入検査を申

し入れたが、建築部局の業務の都合上日程の調整がつかなかったため、合同の立入検査は

実施できなかった。 

事前相談後、所有者Ａに立入検査結果通知書を交付し、平成21年３月17日に改修等 

報告書が届出された。 

なお、防火対象物定期点検、カーテン及び消火器の指摘事項は改修された。 

イ 平成21年４月27日、法務局で登記事項証明書を取得し、登記事項証明書等の資料に基

づき、後日電話で所有者Ａに対して所有権やＣ株式会社との関係等について確認した。 

  ウ 平成21年５月19日、自動火災報知設備、避難器具及び誘導灯未設置違反の改修状況 

  を電話で確認したが、改修計画がまったく進んでいない旨の回答があった。 

 エ 平成21年５月27日、１回目の立入検査実施以降、自動火災報知設備等の未設置違反 

 に対する是正の指導を再三してきたが具体的な進展はないことから、火災危険の重大性に 



 

鑑み、違反処理（警告）に移行することを所有者に事前説明した。 

所有者Ａは今までと同様に店の経営状況や改修に係る費用が高額であることを理由に述

べるのみで、具体的な是正意思が認められなかった。 

なお、消防用設備等の設置に係る融資制度の案内等は以前から説明している。 

オ 平成21年６月16日、警告書の交付（履行期限：９月16日） 

警告書の交付に管轄消防署予防係長以下３名（査察担当職員も同行）で現地へ出向し、

所有者Ａあてに次の３項目について警告書を交付するとともに違反内容や警告書の履行期

限内に履行されない場合の命令書の交付、標識の設置等以前から説明していた内容を説明

した。 

① 自動火災報知設備未設置 

② ２階に避難器具未設置 

③ 誘導灯未設置 

なお、警告書の交付について、建築部局へ情報提供を行った。 

カ 平成 21年６月18日、警告書の内容について、再度確認するために所有者Ａが知人を伴

って来署したため、警告書交付時に説明した内容を所有者Ａ及び知人に対して再度説明し

た。 

なお、事前連絡等無しの来署であったため査察担当者は他業務で対応出来ず、説明は予

防課長及び予防係長が行った。 

キ 平成 21 年７月 17 日、警告書の交付から１か月を経過したことから改修の進捗状況を

確認するため電話で確認したところ、設備業者に見積りを依頼したとの事であったので、

今後の改修計画を決定し早期に来署して報告するよう伝えた。 

 ク 平成21年７月27日、現在の改修状況について報告書を提出するために所有者Ａが消防

署に来署し、消防設備業者２社に見積りを依頼したが見積書がまだ提出されていないとの

事であった。 

なお、履行期限が迫っているので、早期に改修計画を決定するよう再度指導した。 

ケ 平成21年７月31日、消防設備業者２社から見積書の提出を受けた現時点における改修

計画状況の報告書が提出された。資金計画の検討中で、８月中に決定するとのことであ

った。 

コ 平成21年８月21日、所有者Ａから電話があり、「総額が予想以上にかかるため資金面の

工面ができない。避難器具を先行して設置し、その他の設備はその後に順次設置するので

履行期限を猶予できないか。」といった申し出があったが、期限内に警告事項を全て改善す

るように説明した。 

その後、予防課長から所有者Ａに対して何度も電話をしたが不在の状況が続いた。（結

局連絡がとれたのが８月27日だった。） 

サ 平成 21 年８月 31 日、所有者Ａが来署し報告書が提出されたが、「資金繰りがつかない

こと、消防署の指導で体調を崩して病院に通院しているので、履行期限を年度末まで猶予

してもらいたい。」との申し出があったが、履行期限内に改修されなければ次の上位措置

へ移行することを改めて説明した。 

シ 平成 21年 10月７日、履行期限が経過したことから、命令を視野に入れた実況見分及び



 

関係者に対する質問聴取の実施にあたり、実施可能時間や実施体制の問題から本部の違反

処理係に支援を依頼し、消防署の予防課長以下４名と違反処理係２名を含めた計６名体制

で所有者ＡとＣ株式会社の代表取締役Ｂの立会いで実況見分や質問聴取等の違反調査を

２班に分けて実施した。 

実況見分や質問聴取などにより消防の本気度が伝わったのか、翌日所有者Ａより、消防

設備業者に依頼したとの電話があった。 

 

２． 違反処理の完結  

 (1) 平成21年10月22日、自動火災報知設備の着工届が提出される。 

着工届出書の提出後、設置業者との資金的な問題に起因した契約のこじれ、工事の難航

（当該対象物の構造上、通常の工事より日数が要する。）、店舗の休業等の問題が発生した

ため、着工届出から実際の設置工事までかなり時間を要した。 

（2） 平成22年３月４日、自動火災報知設備、避難器具及び誘導灯の設置届出書が提出され、 

  平成22年３月29日、自動火災報知設備、避難器具及び誘導灯の設置検査、平成22年 ４

月15日、設置検査で指摘した事項がすべて改修され違反処理は完結した。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(事例２－６) グループ検討 
テーマ       < 未把握対象物の実態調査で判明した対象物に対する違反処理  > 

 

 

１． 未把握対象物の実態把握について 

未把握対象物の実態把握について各消防本部ではどのように実施しているか、また、未把 

握対象物の建物構造、面積、所有者等の把握はどのようにしているかなどについても情報交

換してください。 

 

２． 警告書について 

平成20年と平成21年に立入検査を実施して警告書を交付しているが、警告書の交付時期 

について検討してください。 

また、建築基準法に関する違反を指摘していないが、これらについても検討してください。 

 

３． 実況見分について 

平成21年10月に命令を前提とした実況見分を実施したが、その実施時期は適切であった 

か、検討してください。 

また、実況見分時の関係者等との対応や書類作成にあたっての留意事項などを検討してく

ださい。 

 

４． 建築部局との連携について 

本事例を踏まえて、建築部局との連携のあり方など各消防本部の状況も踏まえて意見交換 

してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アドバイザーが付加提示した課題及びその他グループで意見が出た内容の検討 


